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　　　　　　　浦安市計画相談支援推進事業等補助金Q&A
	
	質問事項
	回　答

	1
	【サービス提供時間について】
週３５時間以上とあるが、開所時間が週に３５時間ということか。
	
日曜日から土曜日までの間において、運営規程に定める、相談事業所として窓口を開設している営業日の１週間あたりのサービス提供時間帯の合計が３５時間以上をいう。（国民の祝日も含む）

	2
	【常勤換算方法について】
「常勤換算の方法」はどのような
意味か。

	
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

	3
	【常勤換算について】
常勤換算で２人までと書かれているが、例えば、１人が１週間に３５時間まで満たない職員（非常勤）を４人置いてもよいか。

	
事業所の指定時に常勤者を置いていただくようにお願いをしているところである。常勤１名と非常勤の常勤換算１名で合計２名分となる。
しかし、やむを得ない場合、非常勤４名で常勤換算で２以上であれば２名分となる。

例）Aさんが週３０時間、Bさんが週２０時間、Cさんが週１５時間、Dさんが週に１０時間勤務した場合の常勤換算による人数は？
「常勤職員の人数」＋「（非常勤の職員の勤務時間）÷
（常勤の職員が勤務すべき時間）」＝（３０＋２０＋
１５＋１０）÷３５＝２．１４（小数点以下切り捨て）で２となる。

	４
	【人件費について】
人件費とはどこまでを指すのか。
	
人件費とは、給与（給料・諸手当）、法定福利費となる。

	５
	【人件費について】
相談員が、他事業と兼務している場合、人件費の積算はどうすればよいか。
	
指定特定相談支援事業の会計はその他の事業の会計と区分することとなっているので、その区分方法により算出されたい。
例）Ａさん　月給　１８０，０００円
４月の勤務実績
相談支援事業所　７時間×７日＝４９時間
児童発達支援　　７時間×１３日＝９１時間
４月の勤務時間合計　１４０時間
相談支援事業所分の人件費
180,000円×（49時間／140時間）＝63,000円



	
	質問事項
	回　答

	６
	【報酬について】
人件費から引くサービス利用支援等の報酬は、どこまでを指すのか。
	
当該事業の報酬のうち、人件費に充当する額を指す。
報酬の一部を人件費以外の経費に充当する場合は、収支予算書・決算書にその旨記載する。

	７
	【雇用日数について】
雇用日数が１５日とあるが、非常勤雇用２人合わせて１５日となっていれば常勤換算として理解してよいか。
	
１５日とは、月の途中での採用又は退職を想定している。
２人が同一の勤務日にならず、合わせて１５日を越えればよい。※重なった場合はどちらか一方で計算する。
例えば、１人が７日、もう１人が別の日の８日以上であればよいこととなる。
雇用日数が１５日を越えなければならないため、よって、２人の職員が同一の勤務日として１４日ずつ勤務したとしても１５日とはならない。

	８
	【契約相談件数について】
４０人は新規をいうのか。
	
新規、継続を合わせて４０人以上としている。


	９
	【業務内容】
この事業の業務内容は。
	
計画相談と基本相談となる。
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